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໐休日水道修理当番໐休日在宅当番医

15(日)
22(日)
29(日)
6(日)

月　日 医院名 電話番号

6
月

7
月

☎22-1111くぼかわ病院

14(土)
15(日)
21(土)
22(日)
28(土)
29(日)
5(土)
6(日)

月　日 業者名 電話番号

6
月

7
月

桑原水道
横山水道設備
岩本商店
日化住宅機器
宮脇水道
高橋設備
桑原水道
横山水道設備

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

໐無料相談（秘密厳守です。）　

大正・十和地域の方は各地域振興局にお問い合わせください。
大正 地域振興課　☎27-0111
十和 地域振興課　☎28-5111

！ 休日水道修理当番は窪川地域のみです。

22-1163
22-3608
22-2716
22-0407
22-1581
22-0662
22-1163
22-3608

定期購入に関するトラブルの相談が、高知県内においても増加しています。

「1回目90％ＯＦＦ」、「初回実質0円（送料のみ）」といったように、通常価格より低価格で購入できると広告し
ながら、実は「定期購入」が条件となっていたというものです。

「解約しようとすると、差額の支払いを求められた」「うまく解約手続きができない」
「定期縛りなしの記載があったが、申込時に定期購入となっていた」
といった事例があります。

　①契約条件の細部の確認
　②販売業者の情報や評判の確認
　③最終確認画面の確認と保存

電話での注文時には、不要な商品を購入したり、
意図しない「定期購入」の契約にお気を付けください。 にぎわい創出課　☎22-3281お問い合わせ先

「定期購入トラブル」にご注意！ お知らせ

経営者の皆さん、60歳になったら準備を!

事業の拡大を目指す経営者の皆さん、起業・創業を希望される皆さんへ

　事業承継の取り組みは、後継者の育成も含めると５年から10年かかるといわれており、早期かつ計画的
な取り組みが必要です。経営者の皆さん、60歳を過ぎたら準備を始めましょう。
　まずは、事業承継に関する公的な無料相談窓口である「高知県事業承継・引継ぎ支援センター」やお取
引金融機関、顧問税理士などにご相談ください。
　専門家のサポートを受けながら、県の補助金や融資制度などの支援制度を活用し、徐々に事業を引き
継いでいくことをお勧めします。

　高知県では中山間地域の事業を引き継ぐ方に対して、事業の買収費用、事業承継後の取り組みにかかる経
費、事業を引き継ぐための研修中の生活費の補助など、さまざまな支援策で事業承継を応援しています。
　また、中山間地域で事業引継ぎを行った買い手に対して給付金を支給することで、事業承継を後押しして
います。
　補助金、奨励給付金を利用することで費用負担を抑えて事業を引継ぐことが
できますので、活用をご検討される方は、「高知県事業承継・引継ぎ支援セン
ター」または「高知県経営支援課」へご相談ください。

高知県商工労働部経営支援課（事業承継担当）　☎088-823-9697お問い合わせ先

「事業承継」の準備は進んでいますか？ お知らせ

「定期購入トラブル」とは…

補助金、奨励給付金および融資制度の詳細はこちらから

事業承継に関する無料相談窓口

インターネットで注文する際は、次のことに注意してください

トラブルの例

　生き物を飼う責任を持ち適切に飼いまし
ょう。犬の登録（一生に１度）と狂犬病予防
注射（毎年１回）は、「狂犬病予防法」に定
められた飼い主の義務です。注射を怠った
場合は20万円以下の罰金刑が科される場
合もあります。

犬・猫の飼い方について

【お問い合わせ先】 環境水道課 　☎22-3119

十和地域振興局 2階 第2会議室13：00～15：00 十和 十和地域振興課 ☎28-511112(木)6
月

大正地域振興局 2階 小会議室10：00～12：00 大正 大正地域振興課 ☎27-0111

8(火)7
月 農村環境改善センター 2階 第1会議室10：00～15：00 窪川 総務課 ☎22-3111

【窪川】行政相談員　森　英真【大正・十和】行政相談員　山本　安弘1日行政相談

令和7年度
入札結果（令和７年4月実施分）について
入札結果は、町ホームページにて
確認することができます。
また、右の二次元コードから
読み込むことも可能です。

正社員募集中
　高知県事業承継・引継ぎ支援センター　TEL：088-802-6002

■ 給与　　　月給18～22 万円（経験者優遇）
□ 仕事内容　総務職全般
　 ●システムへの入力事務（経理ソフト）
　 ●各種書類の作成・受注業務処理・官公庁へ
　 　の提出書類作成
　 ●電話対応及び来客対応・その他付随する業
　 　務全般(雑務も含む)
■ 勤務地　　高岡郡四万十町北琴平町
□ 勤務時間　週5日  8：30～17：15
■ 休日　　　週2日（土・日・祝日）
　　　　　　＊ＧＷ  ＊夏季休暇  ＊冬季休暇
□ 待遇　　　雇用・労災・健康・厚生
■ 応募条件　年齢  45歳以下
□ 応募先　　TEL：0880-22-3795
　　　　　　（採用担当：山中）
　　　　　　※お電話お待ちしております！

月　日 時　間 地域 場　　所 電話番号

四万十町通信ー令和7年6月号四万十町通信ー令和7年6月号 1213


